
各務原市実費徴収に係る補足給付費支給要綱

（令和元年９月３０日決裁）

 （趣旨）

第１条 市は、本市に住所を有する教育・保育給付認定保護者（子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第２０条第４項に規定する教育・

保育給付認定保護者をいう。以下同じ。）及び施設等利用給付認定保護者（法第３０

条の５第３項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。）（以下これ

らの者を「保護者」という。）のうち、低所得で生計が困難である者等の負担を軽減

するため、その子どもが特定教育・保育等（法第２７条第１項に規定する特定教育・

保育、法第２８条第１項第２号に規定する特別利用保育、同項第３号に規定する特

別利用教育及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育をいう。以下同じ。）又

は特定子ども・子育て支援（法第３０条の１１第１項に規定する特定子ども・子育

て支援をいう。以下同じ。）を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴

収に係る費用の一部として補足給付費を支給するものとし、その支給に関しては、

この要綱の定めるところによる。

（支給対象者）

第２条 補足給付費の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、次に掲

げる者とする。

（１）次のいずれにも該当する教育・保育給付認定保護者が監護するイに該当する教

育・保育給付認定子ども（法第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定子ど

もをいう。以下同じ。）に特定教育・保育等を提供する特定教育・保育施設等（法

第５８条第１項に規定する特定教育・保育施設等をいう。）

ア 当該教育・保育給付認定保護者及びその者と同一の世帯に属する者に係る市

町村民税所得割合算額（子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１

３号。以下「令」という。）第４条第２項第２号に規定する市町村民税所得割合

算額をいう。）が９万７，０００円未満であること。

イ 同一の世帯に当該教育・保育給付認定保護者の現に扶養している児童（１８

歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある者をいう。）が３人以上いる

場合において、当該児童（最年長者及び２番目の年長者を除く。）のうちに法第

１９条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもがいること。



（２）私立幼稚園（法第７条第１０項第２号に規定する幼稚園をいう。）において特定

子ども・子育て支援を受ける施設等利用給付認定子ども（法第３０条の８第１項

に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。）がいる施設等利用給付

認定保護者で、次のいずれかに該当するもの

ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯

に属する者に係る市町村民税所得割合算額（特定子ども・子育て支援のあった

月の属する年度（特定子ども・子育て支援のあった月が４月から８月までの場

合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に

よる市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）の同法第２９２条第１

項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定により課する所得割を除く。）

の額（子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２１

条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算し

た額とする。）を合算した額をいう。）が７万７，１０１円未満であること。

イ 令第１３条第２項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了

前子ども（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１

学年から第３学年までに在籍する子どもをいう。）が同一の世帯に３人以上いる

場合の当該負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（最年長者

及び２番目の年長者である者を除く。）である施設等利用給付認定子どもがいる

こと。

ウ 令第１５条の３第２項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者であ

ること。

（支給対象費用）

第３条 前条第１号に掲げる支給対象者に係る補足給付費の支給の対象となる費用

（次項において「支給対象費用」という。）は、同号ア及びイのいずれにも該当する

教育・保育給付認定保護者（市長が同号ア及びイのいずれにも該当する教育・保育

給付認定保護者であると認めて同号の支給対象者にその旨を通知された者に限る。）

が支払うべき副食材料費（食事の提供に係る費用のうち、副食の材料に係る費用に

相当するものとして市長が認めた費用をいう。以下同じ。）（同号イに該当する教育・

保育給付認定子どもに係るものに限る。以下この項及び次条第１項において同じ。）

の全部又は一部を徴収しなかった場合の当該副食材料費とする。

２ 前条第２号に掲げる支給対象者に係る支給対象費用は、次の各号に掲げる区分に



応じ、当該各号に定める施設等利用給付認定子どもについて当該支給対象者が支払

うべき副食材料費とする。

（１）前条第２号ア又はウに掲げる支給対象者 当該支給対象者の施設等利用給付認

定子ども

（２）前条第２号イに掲げる支給対象者 同号イに該当する施設等利用給付認定子ども

（補足給付費の額）

第４条 第２条第１号に掲げる支給対象者に係る補足給付費の額は、前条第１項の規

定により実際に徴収しなかった副食材料費の額とし、同号イに該当する教育・保育

給付認定子ども１人当たり月額４，７００円を上限とする。

２ 第２条第２号に掲げる支給対象者に係る補足給付費の額は、当該支給対象者が前

条第２項各号に定める施設等利用給付認定子どもについて実際に支払った副食材料

費の額とし、当該施設等利用給付認定子ども１人当たり月額４，７００円を上限と

する。

 （支給申請）

第５条 補足給付費の支給を受けようとする者（以下この条及び次条において「申請

者」という。）は、実費徴収に係る補足給付費支給申請書（様式第１号）及び実費徴

収に係る補足給付費支給申請調書（様式第２号）に市長が必要と認める書類（同条

においてこれらを「申請書等」という。）を添えて市長に提出しなければならない。

ただし、第２条第１号に掲げる者に該当する申請者にあっては、実費徴収に係る補

足給付費支給申請調書の提出を省略することができる。

 （支給決定）

第６条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、内容を審査し、

補足給付費を支給することの要否について決定し、当該決定の内容を実費徴収に係

る補足給付費支給（不支給）決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するも

のとする。

 （支給）

第７条 市長は、前条の規定により補足給付費の支給の決定を受けた者（以下「支給

決定者」という。）に対し、補足給付費を支給する。

 （支給決定の取消し）

第８条 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、第６

条の規定による決定を取り消すことができる。



（１）不正又は虚偽の申請により支給の決定を受けたとき。

（２）その他補足給付費を支給することが適当でないと認められるとき。

（補足給付費の返還）

第９条 市長は、前条の規定により第６条の規定による決定を取り消した場合におい

て、既に支給した補足給付費があるときは、その全部又は一部について、返還を命

ずるものとする。

 （その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附 則

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行し、同月以後の分の副食材料費について

適用する。

   附 則（令和２年４月１日決裁）

 この要綱は、決裁の日から施行する。

   附 則（令和５年９月４日決裁）

１ この要綱は、決裁の日から施行する。

２ 改正後の第４条の規定は、令和５年４月以後の分の副食材料費について適用する。

３ 改正後の第４条の規定を適用する場合には、改正前の第４条の規定に基づいて支

給された補足給付費は、改正後の第４条の規定による補足給付費の内払とみなす。



　　年　　月　　日　

（宛先）各務原市長　

申請者（保護者）氏名

　　　　年　　月分から　　　　年　　月分の実費徴収額について上記のとおり領収しました。

年　　　月　　　日

対象月

　　　　　　　月

　　　　　　　月

bと4,700円のうち
少ない額　c

　　　　　　　　　円

実費徴収額

　　　　　　　　　円

　　　　　　　月

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円　　　　　　　月 　　　　　　　　　円

　　　　　　　月

　　　　　　　月

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

　　　　年　　月分から　　　　年　　月分の対象費用を下記のとおり（不徴収としました・支
払いました）ので、各務原市実費徴収に係る補足給付費支給要綱第５条の規定により次
のとおり申請します。

児童氏名

実費徴収に係る補足給付費支給申請書

金　　　　　　　　　　　　　円也

　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　円

給食費

a b

様式第１号（第５条関係）

施設名

代表者

補助対象額

左記cの合計

　　　　　　　　　　　円

うち副食材料費

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　円

（内訳）

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　



申請者の方へ　この書類を幼稚園に提出する場合は、必ず封入・封緘し、封筒に氏名を記入して提出してください。

（宛先）　各務原市長 　

【申請に当たり、次に掲げる事項について同意します（※同一世帯の全員に対し同意の意思を確認してから申請してください。）。】
（１）決定に当たって必要な範囲内で、申請者の税務情報等の公簿、通園先が有する学齢簿、徴収金台帳等を各務原市が閲覧及び調査すること。
　　また、必要に応じて申請者と同一世帯の者に係るこれらの情報を各務原市が閲覧及び調査することがあること。
（２）申請内容や同意して得た情報を給付費受給資格審査、給付額の算定その他の附帯業務のために各務原市が利用すること。
（３）申請内容や同意して得た情報に基づき決定した給付費受給資格の有無を特定子ども・子育て支援施設等に対して提示すること。
（４）各務原市実費徴収に係る補足給付費支給要綱に規定する内容を遵守すること。

□　現住所と同じ □　現住所と同じ

□　現住所と同じ □　現住所と同じ

保護者及び同居者等、全員分を記入してください（生計の中心者の番号に○を付けてください。個人番号は保護者及び生計の中心者のみ記入してください。）。

振込先を以下に記載してください。

　※以下の確認書類を添付してください。
①身元確認書類（申請者１名分）　②マイナンバー確認書類（申請子ども、保護者及び生計の中心者のみ）
③口座情報確認書類（通帳、キャッシュカードの写し等）

口座番号

口座人名義（カタカナ）

年　　　　　　月　　　　　　日　

金　融　機　関　名
銀行・信用金庫
信用組合・農協

本店・支店
出張所

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
同
居
者
等

（
単
身
赴
任
等
で
同
居
し
て
い
な
い
場
合
も

記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

）

フリガナ 申請子ど
もから見
た続柄

生年月日
就労・通学・通園先
又は単身赴任先氏名

7
個人番号

預金種別 １．普通　　　　　　　　　　　２．当座

年　　　　　　月　　　　　　日　

6
個人番号

年　　　　　　月　　　　　　日　

5
個人番号

年　　　　　　月　　　　　　日　

年　　　　　　月　　　　　　日　

4
個人番号

年　　　　　　月　　　　　　日　

3
個人番号

個人番号

年　　　　　　月　　　　　　日　

2
個人番号

1

① ②

※　現住所と異なる場合は、記入した住所地の市町村で発行される　　　年（　　　年）　　月　　日を賦課年度とする市町村民税所得割
額が分かる証明書（課税証明書など）を添付してください。幼稚園・保育所等に係る他の手続で　　　　　　へ提出済の場合は、右に 
を記入してください。

母　□
父　□

母　□
父　□

　　　　年1月1日
現在の住所※

(母親) (父親) 施設等利用給付の
申請で
提出済 

　　　　年1月1日
現在の住所※

(母親) (父親)

申請
子ども

ﾌﾘｶﾞﾅ

生年
月日

年　　　　月　　　　日

個人番号（マイナンバー）

日中の連絡先
（電話番号）
確実にとれる順

連
絡
先
①

母携帯 ・ 父携帯 ・ 母勤務先 ・ 父勤務先 ・ 自宅 ・ その他（　　　　　　　） 連
絡
先
②

氏名 利用(予定)幼稚園名

母携帯 ・ 父携帯 ・ 母勤務先 ・ 父勤務先 ・ 自宅 ・ その他（　　　　　　　）

様式第２号（第５条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請日　　 　年　　　月　　　日

実費徴収に係る補足給付費支給申請調書

申請者
（保護者）

ﾌﾘｶﾞﾅ

現住所

〒　　　　　　－

氏名



　　年　　月　　日　

様

各務原市長

また、支給可の場合は、要綱第７条の規定により次のとおり支払います。

摘　　要

口座名義

年度

支払先金融機関名 支払先支店名

預金種目 口座番号
(一部伏文字）

不可の場合
その理由

支払日 金　　額

対象児童生年月日

保護者氏名

支給の可否 可　　　　・　　　　不可

様式第３号（第６条関係）

対象児童氏名

実費徴収に係る補足給付費支給（不支給）決定通知書

　　　年　　　月　　　日付で申請いただきました実費徴収に係る補足給付費支給申請書
につきまして、審査した結果、次のとおり決定しましたので、各務原市実費徴収に係る補
足給付費支給要綱（以下「要綱」という。）第６条の規定により通知します。

支給年度 　　　　　　　　　年度


